
障がい者の権利に関する条例制定自治体一覧
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自治体名 千葉県 北海道 岩手県 埼玉県　さいたま市 熊本県 東京都　八王子市 長崎県 大分県　別府市 沖縄県 京都府

条例名
障害のある人も共に
暮らしやすい千葉県
づくり条例

北海道障がい者及び
障がい児の権利擁護
並びに障がい者及び
障がい児が暮らしや
すい地域づくりの推
進に関する条例

障がいのある人もな
い人も共に学び共に
生きる岩手県つくり
条例

誰もが共に暮らすた
めの障害者の権利の
擁護等に関する条例

障害のある人もない
人も共に生きる熊本
づくり条例

障害のある人もない
人も共に安心して暮
らせる八王子づくり
条例

障害のある人もない
人も共に生きる平和
な長崎県づくり条例

別府市障害のある人
もない人も安心して
安全に暮らせる条例

沖縄県障害のある人
もない人も共に暮ら
しやすい社会づくり
条例

京都府障害のある人
もない人も共に安心
していきいきと暮ら
しやすい社会づくり
条例

成立日 平成18年10月11日 平成21年3月27日 平成22年12月14日 平成23年3月4日 平成23年7月1日 平成23年12月15日 平成25年5月31日 平成25年9月20日 平成25年10月11日 平成26年3月11日

施行日 平成19年7月1日 平成21年3月31日 平成23年7月1日 平成23年4月1日 平成24年4月1日 平成24年4月1日 平成26年4月1日 平成26年4月1日 平成26年4月1日 平成27年4月1日

概要

県民共通の目標とし
て解消すべき差別を
具体的に定め、相談
解決や誰もが暮らし
やすい社会づくりを
議論する体制を通じ
て、県民全体の福祉
の増進を図ることに
ついて定められてい
る。

障がい者の虐待、差
別及び不利益扱いの
禁止や、障がい者の
暮らしやすい地域づ
くりの推進について
定められている。

障がい者の虐待、不
利益扱いを解消し、
障がいのある人とな
い人とが互いに権利
を尊重し合いながら
共に学び共に生きる
地域づくりの推進に
ついて定められてい
る。

障がいのあるなしに
関係なく、すべての
市民がかけがえのな
い人間として認めあ
い、権利を守りあう
ことによって、安心
して生活をおくるこ
とのできる地域社会
をつくることをめざ
して定められてい
る。

不利益扱いの禁止、
社会的障壁の除去の
ための合理的な配慮
を通じて、県民が障
がいの有無に関わら
ず社会の対等な構成
員として安心して暮
らすことのできる共
生社会の実現につい
て定められている。

障がい者に対する市
民および事業者の理
解を深め、障がい者
の差別をなくすため
の取組を推進するた
め、市町村レベルで
は日本初となる独自
の条例を制定しまし
た。市、市民および
事業者それぞれの責
務を明らかにし、障
がいの有無を問わ
ず、地域社会で共に
支えあい、安心して
暮らせるまちづくり
を目指して定められ
ている。

障がい及び障がいの
ある人に対する理解
を深め、障がいのあ
る人に対する差別を
なくすことを通じ
て、共生社会を実現
することにより、
もって平和な社会を
作り上げることにつ
いて定められてい
る。

障がいを理解し、障
がいのある人への差
別をなくすことで、
障がいのある人もな
い人も安心して安全
に暮らすことのでき
る共生社会の実現に
ついて定められてい
る。

障がいのある人に対
する差別を解消する
ための支援等を総合
的かつ計画的に推進
し、全ての県民が障
がいの有無によって
分け隔てられること
なく社会の対等な構
成員として安心して
暮らすことができる
共生社会の実現につ
いて定められてい
る。

不利益扱いの禁止、
社会的障壁の除去の
ための合理的な 配慮
を通じて、相互に人
格と個性を尊重し合
いながら、共に安心
していきいきと暮ら
せる共生社会の実現
について定められて
いる。
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自治体名 茨城県 鹿児島県 富山県 奈良県 東京都　国立市 新潟県　新潟市 愛知県 徳島県 宮城県　仙台市 大分県

条例名

障害のある人もない
人も共に歩み幸せに
暮らすための茨城県
づくり条例

障害のある人もない
人も共に生きる鹿児
島づくり条例

障害のある人の人権
を尊重し県民皆が共
にいきいきと輝く富
山県づくり条例

奈良県障害のある人
もない人も共に暮ら
しやすい社会づくり
条例

国立市誰もがあたり
まえに暮らすまちに
するための『しょう
がいしゃがあたりま
えに暮らすまち宣
言』の条例

新潟市障がいのある
人もない人も共に生
きるまちづくり条例

愛知県障害者差別解
消推進条例

障がいのある人もな
い人も暮らしやすい
徳島づくり条例

仙台市障害を理由と
する差別をなくし障
害のある人もない人
も共に暮らしやすい
まちをつくる条例

障がいのある人もな
い人も心豊かに暮ら
せる大分県づくり条
例

成立日 平成26年3月20日 平成26年3月26日 平成26年12月12日 平成27年3月25日 平成27年9月17日 平成27年9月28日 平成27年12月18日 平成27年12月25日 平成28年3月14日 平成28年3月25日

施行日 平成27年4月1日 平成26年10月1日 平成28年4月1日 平成27年10月1日 平成28年4月1日 平成28年4月1日 平成27年12月22日 平成28年4月1日 平成28年4月1日 平成28年4月1日

概要

障がいのある人に対
する県民の理解を深
め、障がいのある人
の権利を擁護し福祉
の増進を図ることに
より、障がいの有無
に関わらず個人の尊
厳等が尊重され、地
域を構成する一員と
して共に幸せに暮ら
すことができる社会
の実現について定め
られている。

障がいを理由とする
差別をなくし，障害
のある人もない人
も，一人一人の人格
と個性が尊重され，
社会を構成する対等
な一員として，安心
して暮らせる共生社
会の実現について定
められている。

障がいを理由とする
いかなる差別もなく
し、すべての障がい
のある人の人権が尊
重され、県民皆が共
にいきいきと輝くこ
とができる社会の実
現について定められ
ている。

障がいのある人もな
い人もともに安心し
て幸せに暮らすこと
のできる社会の実現
を目指して定められ
ている。

障がいのある人もな
い人も共に出会い、
育み合える差別のな
いまちであり続ける
ために、全ての市民
が基本的人権を享有
する個人としてその
尊厳が重視され、相
互に人格と個性を尊
重し合い、誰もがあ
たりまえに安心して
安全に暮らせるまち
を目指して定められ
ている。

障がいや障がいのあ
る人に対する市民の
理解を深めるための
取組みを進めること
により、障がいのあ
る人の人格や人権が
尊重され、社会的障
壁のない共に生きる
社会の実現を目指し
て定められている。

差別の解消推進への
気運を高め、県民一
体となって、障がい
を理由とする差別の
解消の推進を図るこ
とを目的として定め
られている。

障がいの有無にかか
わらず，相互に人格
と個性を尊重し合い
ながら地域で安心し
て暮らすことのでき
る共生社会の実現を
目指すために定めら
れている。

障がいを理由とする
差別を解消し、障が
いの有無によって分
け隔てられることな
く、相互に尊重しあ
う共生社会の実現の
ために定められてい
る。

障がいの有無によっ
て分け隔てられるこ
となく、相互に人格
と個性を尊重し合い
ながら共生する社会
の実現を目指して定
められている。

※成立日及び施行日は、障害保健福祉研究情報システムの国内外の障害者差別禁止法・条例を参照。概要については、徳島県障がい者権利擁護のための検討委員会資料及び各自治体ホームページより引用。

参考資料２


